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【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート

（米ドル）

（UBS（Lux）Bond SICAV - Short Term USD Corporates（USD））

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】

記名式無額面投資証券

ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）

クラスＦ－ａｃｃ投資証券

上限見込額は、以下の通りである。

ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）

クラスＦ－ａｃｃ投資証券

12億3,540万米ドル（約1,763億円）
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（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2024年９月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている

（ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ投資証券については、123.54米ドルに1,000万口を乗じ

て算出した金額である。）。

（注２）2025年５月20日付で、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）はＵ

ＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）に名称を変更した。

（注３）米ドルの円貨換算は、便宜上、2024年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝

142.73円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。

（注４）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載が

ない限り米ドルをもって行う。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年11月29日に提出した有価証券届出書（2025年２月28日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に

より訂正済）（以下「原届出書」といいます。）について、2025年５月20日付で、ＵＢＳ（Lux）ボンド・

シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）はＵＢＳ（Lux）ボンド・シ

キャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）に名称を変更し、また、投資方針等に関する事

項が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに関する記載を訂正す

るため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、下線の部分は訂正部分を示します。

 

２【訂正の内容】

 

表紙  

＜訂正前＞

（前略）

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル

（米ドル）

（UBS（Lux）Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable

（USD））

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額

記名式無額面投資証券

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

クラスＦ－ａｃｃ投資証券

上限見込額は、以下の通りである。

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

クラスＦ－ａｃｃ投資証券

12億3,540万米ドル（約1,763億円）

（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2024年９月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている

（ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ投資証券については、123.54米ドルに

1,000万口を乗じて算出した金額である。）。

（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、2024年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝

142.73円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。

（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載

がない限り米ドルをもって行う。

縦覧に供する場所 該当事項なし

 

＜訂正後＞

（前略）

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート

（米ドル）

（UBS（Lux）Bond SICAV - Short Term USD Corporates（USD））

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額
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記名式無額面投資証券

ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）

クラスＦ－ａｃｃ投資証券

上限見込額は、以下の通りである。

ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）

クラスＦ－ａｃｃ投資証券

12億3,540万米ドル（約1,763億円）

（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2024年９月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている

（ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ投資証券については、123.54米ドルに1,000万口を乗じ

て算出した金額である。）。

（注２）2025年５月20日付で、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）は

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート米ドル）に名称を変更した。

（注３）米ドルの円貨換算は、便宜上、2024年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝

142.73円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。

（注４）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載

がない限り米ドルをもって行う。

縦覧に供する場所 該当事項なし

 

第一部　証券情報

第１　外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）

（１）外国投資法人の名称

＜訂正前＞

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

（UBS（Lux）Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable（USD））

（以下、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブを「本投資法人」、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－

ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）を「ファンド」または「サブ・ファン

ド」という。ただし、文脈により、ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）を

含む本投資法人のサブ・ファンドを「サブ・ファンド」ということがある。）

 

＜訂正後＞

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）

（UBS（Lux）Bond SICAV - Short Term USD Corporates（USD））

（以下、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブを「本投資法人」、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－

ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）を「ファンド」または「サブ・ファンド」という。た

だし、文脈により、ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）を含む本投資法人のサブ・ファン

ドを「サブ・ファンド」ということがある。）

（注）2025年５月20日付で、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

はＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート米ドル）に名称を変更した。以下同じ。
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第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　外国投資法人の概況

（２）外国投資法人の目的及び基本的性格

ａ．外国投資法人の目的および基本的性格

＜訂正前＞

（前略）

本投資法人は投資者に対して、本投資法人への投資後に、本投資法人の投資主名簿に投資者自身の

氏名が記載される場合に限り、投資主の権利、特に投資主総会に参加する権利を享受することができ

ることに留意するよう要請する。一方で、投資者が取次業者を通じ間接的に本投資法人に投資し、か

かる取次業者が投資者のためにその名義で投資を行い、その結果としてかかる取次業者が投資者に代

わり投資主名簿に登録される場合、前述の投資主の権利は投資者ではなく取次業者に認められる。

従って、投資者は投資決定に先立って、投資者の権利について助言を求めることが望まれる。

投資主は、総会において、各サブ・ファンドの投資証券の価格差にかかわらず、保有する投資証券

１口につき１議決権を有する。特定のサブ・ファンドの投資証券は、当該サブ・ファンドに影響を与

える総会での投票時に、保有する投資証券１口につき１議決権が付与される。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

本投資法人は投資者に対して、本投資法人への投資後に、本投資法人の投資主名簿に投資者自身の

氏名が記載される場合に限り、投資主の権利、特に投資主総会に参加する権利を享受することができ

ることに留意するよう要請する。一方で、投資者が取次業者を通じ間接的に本投資法人に投資し、か

かる取次業者が投資者のためにその名義で投資を行い、その結果としてかかる取次業者が投資者に代

わり投資主名簿に登録される場合、前述の投資主の権利は投資者ではなく取次業者に認められる。

従って、投資者は投資決定に先立って、投資者の権利について助言を求めることが望まれる。投資者

が仲介機関を通じて申込みをする際に純資産価格の計算に誤謬および／または投資規則の不遵守およ

び／または本投資法人レベルでのその他の誤謬があった場合、投資者が常に補償を受けられるとは限

らない。投資者は、悪影響を受ける可能性のある権利に関して助言を求めるべきである。

投資主は、総会において、各サブ・ファンドの投資証券の価格差にかかわらず、保有する投資証券

１口につき１議決権を有する。特定のサブ・ファンドの投資証券は、当該サブ・ファンドに影響を与

える総会での投票時に、保有する投資証券１口につき１議決権が付与される。

（後略）

 

２　投資方針

（１）投資方針

＜訂正前＞

（前略）

サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー

投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユ

ニバースに適用される除外（エクスクルージョン）事項を概説したものである。

https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.h

tml
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サステナビリティに関する年次報告

「ＵＢＳのサステナビリティ報告書」はＵＢＳによるサステナビリティ情報開示を行うための手

段である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってＵＢＳのサステナビリティ

へのアプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、ＵＢＳの情報ポ

リシーおよび情報開示に関する原則を一貫して適用している。

https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.h

tml

 

エンゲージメント・プログラム

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー

投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユ

ニバースに適用される除外（エクスクルージョン）事項を概説したものである。

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html

 

サステナビリティに関する年次報告

「ＵＢＳのサステナビリティ報告書」はＵＢＳによるサステナビリティ情報開示を行うための手

段である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってＵＢＳのサステナビリティ

へのアプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、ＵＢＳの情報ポ

リシーおよび情報開示に関する原則を一貫して適用している。

https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/capabilities/sustainable-investing.html

 

エンゲージメント・プログラム

（後略）

 

４　手数料等及び税金

（４）その他の手数料等

管理会社の報酬方針

＜訂正前＞

（前略）

投資家は、報酬方針に関する詳細（報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会（もしあれば）の

構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。）を

http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.htmlで閲覧することができる。

かかる情報の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。

 

＜訂正後＞

（前略）

投資家は、報酬方針に関する詳細（報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会（もしあれば）の

構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。）を

www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures で閲覧することができる。

かかる情報の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
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第三部　外国投資法人の詳細情報

第３　管理及び運営

１　資産管理等の概要

（５）その他

（ⅴ）苦情処理、議決権行使方針および最良執行

＜訂正前＞

ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行

に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する：

http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html

 

＜訂正後＞

ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行

に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する：

www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures

 

２　利害関係人との取引制限

利益相反

＜訂正前＞

（前略）

管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講

じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害されるリス

クの回避を確保するために十分ではないというリスクがある。この場合、かかる軽減されない利益相反お

よび下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。

http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html

各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講

じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害されるリス

クの回避を確保するために十分ではないというリスクがある。この場合、かかる軽減されない利益相反お

よび下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。

www.ubs.com/ame-investornotifications

各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。

（後略）
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３　投資主・外国投資法人債権者の権利等

（１）投資主・外国投資法人債権者の権利

＜訂正前＞

（前略）

（ｆ）報告書を受領する権利

（中略）

投資主への通知はウェブサイト（www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications）上で公告

され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主には、

電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していないか、ルクセンブルグ法また

はルクセンブルグの監督官庁がその旨を定める場合、投資主への通知は、投資主名簿に記載されてい

る住所へ郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告されるか、その両方によ

り行われる。

 

＜訂正後＞

（前略）

（ｆ）報告書を受領する権利

（中略）

投資主への通知はウェブサイト（www.ubs.com/ame-investornotifications）上で公告され、かつ、

かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主には、電子メールで

送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していないか、ルクセンブルグ法またはルクセンブ

ルグの監督官庁がその旨を定める場合、投資主への通知は、投資主名簿に記載されている住所へ郵送

されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告されるか、その両方により行われる。

 

第４　関係法人の状況

１　資産運用会社の概況

（４）役員の状況

Ａ．管理会社

＜訂正前＞

ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2024年12月末日現在）

氏名 役職名 就任 略歴 所有株式

マイケル・ケール

（Michael Kehl）

チェアマン、

ディレクター／

ボード・メンバー

2022年１月１日

ＵＢＳアセット・マネジ

メント・スイス・エイ・

ジー、チューリッヒ、ス

イス、

ヘッド・オブ・プロダク

ト

該当なし

（後略）
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＜訂正後＞

ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2025年５月20日現在）

氏名 役職名 就任 略歴 所有株式

マニュエル・ローラー

（Manuel Roller）

チェアマン、

ディレクター／

ボード・メンバー

2025年３月28日

ＵＢＳアセット・マネジ

メント・スイス・エイ・

ジー、チューリッヒ、ス

イス、

ヘッド・オブ・ファンド

マネジメント

該当なし

（後略）

 

２　その他の関係法人の概況

（２）関係業務の概要

②　ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥ

＜訂正前＞

ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの

運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に１口当たり純資

産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。

 

＜訂正後＞

ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの

運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に１口当たり純資

産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。さらに、本投資法人の登

録・名義書換事務代行者として、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥは、適用される

マネー・ロンダリング防止に関する法令を遵守するために、投資家に関し必要な情報を収集し確認を

行う責任も負う。また、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥは、投資家向けの文書の

作成および発送を担う顧客コミュニケーション・サービスを提供する。

 

第四部　特別情報

第３　その他

交付目論見書の概要

＜訂正前＞

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）

（後略）

 

＜訂正後＞

ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ

－ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）

（注）2025年５月20日付で、ＵＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル（米ドル）はＵ

ＢＳ（Lux）ボンド・シキャブ－ショート・ターム米ドルコーポレート（米ドル）に名称を変更しました。以下同じです。

（後略）
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別紙－SFDR関連情報

 

「別紙－SFDR関連情報」は以下の内容に更新されます。
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